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• た

教育再生による経済成長

成長（生産） ＝ 一人一人の生産性 × 労働力人口

• た産業界から求められている人材

「今後10～20年程度で、アメリカの総雇用者の約47％の仕事が自動化
されるリスクが高い」

（マイケル・A・オズボーン氏（オックスフォード大学准教授））

「2011年度にアメリカの小学校に入学した子供たちの65％は、大学
卒業時に今は存在していない職業に就くだろう」

（キャシー・デビッドソン氏（ニューヨーク市立大学教授）の予測）

付加価値の高い人材の育成

 論理的思考力や課題解決能力

 チームを組んで特定の課題に取り
組む経験 など

経団連「産業界の求める人材像と大学教育への期待に関するアンケート」（2011年）
において、「大学生に期待するもの」の上位と挙げられた項目

他者と協働しながら価値の
創造に挑み、未来を切り開い
ていく力を身に付けた人材

社会・経済の変化に伴う
ニーズに対応した人材

 専門分野の知識

 実社会や職業とのつながりを理
解させるプログラム など

我が国のイノベーション創出やグローバル化を担
う人材の育成

教育に期待されるもの

・ 高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革
・ 学習指導要領の抜本的改革
・ ICTを活用した授業革新

・ 実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化
・ 各学校種における職業教育の充実（産学官の連携強化など）

・ 体系的なキャリア教育の推進
・ 学び直しの充実（※後述）
目的意識を伸ばし、職業意識と技術を身につけた人材（プロフェッショナル人
材）の育成

・ 小・中・高等学校における英語教育の強化
・ 海外トップクラスの大学との連携、大学の国際化促進
・ 日本人の海外留学の促進と、外国人留学生の戦略的受入れ
・ 理工系人材の育成

あらゆる段階で「アクティブ・ラーニング」（課題の発見と
解決に向けた主体的・協働的な学習）を充実

個人個人の目的意識を伸ばし、職業意識と技術を身に
つけた人材（プロフェッショナル人材）の育成

具体的な施策

【出典】受入れ（各年5月1日現在）：文部科学省、日本学生支援機構調べ
派遣 ：OECD、IIE、ユネスコ文化統計年鑑等調べ

 外国人留学生数：１３万６千人（2013年）
 日本人留学生数：５万７千人（2011年）

外国人留学生は横ばい
日本人の海外留学者は
減少傾向

具体的な施策
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 職種転換を円滑に進めるために新たな技術や知識を身に
つける学び直しが必要

 再就職や地域活動への参画など、若者・女性・高齢者の一
層の活躍に資する学び直しが必要

 理想の子供数を持たない理由（平成22年 国立社会保障・人口問題研究所）

1 子育てや教育にお金がかかりすぎる 60.4％

2 高年齢で生むのはいやだ 35.1％

3 欲しいけれどもできない 19.3％
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労働力率の国際比較

（データブック国際労働比較2014）※男女合計値

生涯現役・全員参加型社会への転換による、
労働力率の向上

少子化の要因の一つである「家計の教育費負担」
の軽減による、生産年齢人口の維持

これらの施策を実行に移し、少子高齢化など我が国が抱える深刻な諸課題を乗り越え、
持続可能な社会を実現するためには、「教育投資の充実」が必要

・ 幼児教育の段階的無償化
・ 高校生への修学支援の充実
・ 大学生等に対する授業料減免・奨学金等の充実

● 学び直しの充実

・ 人材ニーズに対応する教育プログラムの充実
（産業界と連携したオーダーメード型プログラムの開発・実施等）

・ 学びやすい環境の整備（大学における社会人受け入れの推進等）

・ 経済的支援の充実（教育訓練給付金制度（厚労省）との連携等）

● 女性・高齢者の活躍推進

・ 放課後子ども総合プランの推進
・ 女性研究者の活躍促進
・ 高齢者の地域の社会・経済における活躍支援

具体的な施策

具体的な施策

成長（生産） ＝ 一人一人の生産性 × 労働力人口
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｢真の学ぶ力」を育成するために、これからの高大接続のあるべき姿

知識量の多寡で
ふるい落とすことを

目的とした

入学時の選抜機能
に依拠し、

付加価値に乏しい
知識伝達型の

知識量だけではなく、
「真の学ぶ力」を
多面的に評価する

高校までに培った力を
更に向上･発展させ、
社会に送り出すための

｢真の学ぶ力｣を育成する

欧米諸国へのキャッチアップを
目指し、知識量を増やすことに主
眼を置いた教育
選抜の客観性を過度に優先した

入試
知識の暗記・再生を１点刻みに

評価する選抜

厳しい時代を乗り越え、新たな価値を創造してい
くため、知識量だけでなく、「真の学ぶ力」が必要
多様な背景を持つ子供たち一人一人がそれぞれの

夢や目標の実現に向けて努力した積み重ねをしっか
りと受け止めて評価し、社会で花開かせる（様々な
能力や得意分野に応じ、小論文、面接、集団討論な
ど多面的な評価）
一人一人の伸びる可能性を評価する選抜
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職業教育・キャリア教育の充実に向けた取組の方向性

新たな高等教育機関の制度化

・「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議」において、制度化に
向けて審議を実施

・本年３月を目途に基本的な制度の在り方をとりまとめ予定。その後、中央教育審議会で設置基準等
を審議予定

学びやすい環境の整備

・仕事などと両立しつつ必要な単位を取得しやすい柔軟な教育プログラムの提供を推進（大学等の履修
証明プログラムにおいて学修の節目で一定の評価を与えるなど）

・e-ラーニングを活用した教育プログラムの提供を推進（放送大学におけるオンライン授業科目の開設など）
・厚生労働省との一層の連携強化

小・中・高校生 大学生・専門学校生等 社会人・女性・高齢者等

高等教育段階初中教育段階

基本的考え方

〇社会・経済のニーズに対応する知識・技能を身に付けられるよう、実践的な職業教育の充実を図る
〇生涯を通じて学び続けることができるよう、社会人・女性・高齢者等が学びやすい環境の整備を図る
〇初等中等教育段階から体系的なキャリア教育の充実を図る

➢産業構造の変化や技術革新が進展し、社会で必要とされる知識や技能の変化が絶えず起こる中、自己実現・社会貢献を果たすためには、
実社会で通用する知識・技能を生涯を通じて学び続けることが重要

➢夢や目標の実現に向け自らの人生を切り拓いていくため、自らのキャリアについて主体的に考え行動を起こす機会を充実することが重要

※教育再生実行会議第５次提言（職業教育の充実強化）や教育再生実行会議第６次提言における審議（学び直しの充実等）を踏まえて対応

実践的・専門的な教育プログラムの充実

・大学等における社会人・企業ニーズに応じた実践的・専門的な教育プログラムの提供をさらに推進
・専門学校において学習と企業実習を並行して行う仕組みなど、学生を円滑に就業等に結び付ける効
果的な支援の在り方を検討

大学等におけるインターンシップの充実

・インターンシップの単位化、事前・事後教育等の充実・体系化、中長期インターンシップの普及・
定着を図るとともに、地域インターンシップ推進組織の活動を促進

キャリア教育の推進体制の整備

・県市における協議会の設置やコー
ディネーター等の多様な人材の配
置を促進
勤労観や職業観を育む教育の充実

・小中高における社会体験、職場体験
活動、インターンシップ等を推進

・高等学校における、主体的な社会参
画のための力を育む新科目の検討

・道徳の特別の教科化を含めた道徳教
育の充実

専門高校における実践的な職業教育
の充実

・地域や産業界の人材などの外部人
材の協力を得ながら実践的な職業
教育を充実
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高等教育機関における実践的な職業教育の充実に向けた今後の展開①

基本的考え方

産業構造・ビジネス環境の変化に対応し、高付加価値を生み出すためには、

社会・経済のニーズに対応する知識・技能を、自らのキャリアを通じて学び続けることが重要

・社会・経済のニーズに対応する知識・技能を身に付けられるよう、高等教育機関における実践的な職業教育
の充実を図る

・自らのキャリアを通じて学び続けることができるよう、社会人でも学びやすい環境の整備を図る

産業構造の変化が進展
必要な知識・技能も時々刻々と変化

企業内教育訓練が縮小傾向
学校教育における職業教育の必要性増
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高等教育機関における実践的な職業教育の充実に向けた今後の展開②

教
育
再
生
実
行
会
議
の
提
言
も

踏
ま
え
つ
つ
、
取
組
を
実
施

〇実践的・専門的な教育プログラムの充実

・大学等における社会人・企業ニーズに応じた実践的・専門的な教育プログラムの提供をさらに推進
・専門学校において学習と企業実習を並行して行う仕組みなど、学生を円滑に就業等に結び付ける効果的な支援の
在り方を検討

〇社会人でも学びやすい環境の整備

・仕事などと両立しつつ必要な単位を取得しやすい柔軟な教育プログラムの提供を推進（大学等の履修証明プログラム
において学修の節目で一定の評価を与えるなど）

・e-ラーニングを活用した教育プログラムの提供を推進（放送大学におけるオンライン授業科目の開設など）
・厚生労働省との一層の連携強化

※教育再生実行会議において、社会人の学び直しの質・量の充実について、総合的・抜本的な改革案を検討中。
まもなく第六次提言としてとりまとめられる予定。

等

平成２７年度以降、順次実施する取組

○産業界と協働したオーダーメード型プログラムの開発・実施
の推進

・専門学校や大学等における各地域の人材ニーズに対応した実践的な職業
教育プログラム

・女性も学びやすい形での、職場復帰や再就職等を支援するカリキュラム
・社会人のキャリアアップに必要な高度かつ専門的な 知識・技術・技能を
身に付けるための大学院プログラム 等

○専修学校における「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定

・認定数：470校、1,365学科（平成26年8月末時点）

○教育訓練給付金制度（厚生労働省）との連携

・専門職大学院・専門学校（職業実践専門課程）等を対象
とした「専門実践教育訓練」の指定（平成26年10月～）

○学びやすい環境の整備

・大学における社会人受け入れの推進
・放送大学の機能強化
・大学等における保育環境の整備

現
在
の
主
な
取
組

等
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高等教育機関における実践的な職業教育の充実に向けた今後の展開③

本
年
３
月
を
目
途
に
基
本
的
な
制
度
の
在
り
方
を
と
り
ま
と
め
予
定

そ
の
後
、
中
央
教
育
審
議
会
で
設
置
基
準
等
を
審
議
予
定

「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議」において、基本的な制度
の在り方について検討中

実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化

＜新たな高等教育機関の制度化に向けた現在の検討状況＞（第10回有識者会議資料を一部抜粋）

◆基本的考え方（目的・位置付け）

・主たる目的として、「質の高い専門職業人養成のための教育」を位置付け
・大学体系の中に位置付ける方向で制度設計の検討を進めることを基本※（大学体系外の位置付けも排除せず
今後中教審でさらに議論）
※①サービス産業の高付加価値化など、我が国の産業の高度化への要請に対応する人材養成の高度化を図ること
②卒業者の学修成果に関する国際的・国内的通用性を確保するべく学位授与を行う高等教育機関に位置付けることが有益で
あること
③我が国の高等教育機関の多様化を図っていく観点から、現行の４年制大学や短大、専門学校から新たな高等教育機関に進
んで参加できる仕組みとする必要があること
などが理由として挙げられる。

◆「学士」「短期大学士」相当の学位を授与

（学位・称号に関する国内外の現状を踏まえ今後検討）

◆第三者評価等において産業界関係者の協力を得なが
ら教育の質を確保できるシステムの構築

◆国による設置認可

・大学や短期大学とは別の設置基準を設定

◆公的助成

・設置基準に相応しい助成水準の検討、追加的財政需要
に見合った財源の確保が必要 等

◆教育内容・方法、教員

・実習、実技、演習、実験等を重視し、PBLやイン
ターンシップなど実践的な教育手法を積極的に取り
入れ
・教育課程の編成に産業界の一定の参画を義務づけ
る方向で検討
・卓越した実績を伴う実務家教員を一定割合で配置

◆修業年限

・２～４年で検討。社会人の学び直しに対応する
ため、短期履修を可能とする工夫も検討 ７



段階的なキャリア教育の確立

今
後
の
対
応

〇教育委員会、学校等におけるキャリア教育の推進体制の整備

・県市における協議会の設置促進。
・高等学校等においてキャリア教育を推進するコーディネーター等の多様な人材の配置促進。

〇勤労観や職業観を育む教育の充実

・小学校における社会体験、中学校における職場体験活動や高等学校におけるインターンシップ等の推進。
・高等学校における、主体的な社会参画のための力を育む新科目の検討。
・道徳の特別の教科化を含む道徳教育の充実。

○各教科や道徳、総合的な学習の時間など学校の教育活動
全体を通じて、キャリア教育を体系的に推進。

• 小学校における社会体験、ものづくりなどの体験活動。
• 中学校における職場体験活動や外部人材の活用等。

職場体験実施率（公立）‥98.6%※１
うち週3日以上‥58.4%、兵庫・滋賀等は連続5日で実施。

社会人講話実施率（公立）‥68.2%※２
• 「私たちの道徳」（文科省作成の教材）において、「働くことの
大切さ」を学んだり、職場体験活動の振り返りを行ったりする指
導内容を設定。

• 高等学校におけるインターンシップや外部人材の活用等。
公立普通科でｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを実施している学校の割合…79.4%※１
公立普通科でｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟに参加した生徒の割合…18.6%※１
社会人講話の実施率（公立）…79.8%※２

○文部科学省の関連施策

• 地域キャリア教育支援協議会設置促進事業（継続）
学校・産業界・NPO等が参画する「地域キャリア教育支援協議会」の設
置促進。

【モデル（文科省委託）12カ所、普及状況37カ所/67都道府県・指定都市】

• 地域を担う人材育成のためのｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ推進事業
（H27新規）

ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰを配置し、地域を担う人材育成・就労支援。

• 補習等のための指導員等派遣事業（高等学校等）（継続）
学習や学校生活に課題を抱える生徒の学力向上、進路支援等を目的と
し、多様な地域人材を高等学校等に配置。【1,000人（H27予算案）】

• 高等学校就職支援教員(ｼﾞｮﾌﾞ・ｻﾎﾟｰﾄ・ﾃｨｰﾁｬｰ)」の加配
【215人(H26年）】

現
在
の
主
な
取
組

参考：国立教育政策研究所調査
※１平成25年度職場体験・インターンシップ実施状況調査結果（H25年度末時点）
※２キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査第一次報告書（H24.11時点）

上記の取組とともに、以下の取組を推進。
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各
教
科

道
徳

総
合
的
な

学
習
の
時
間

特
別
活
動

第１学年 第２学年 第３学年

○職場体験活動

○保健体育
団体競技で仲間の
大切さやルールの
大切さを知る

○理科
理科で学習する内
容と様々な職業と
の関係を知る

○職業調べ
世の中の職業に
ついて調べる

○ボランティア活動
共に助け合って生き
る喜びを体感する

礼儀の意義を理解
し、時と場に応じ
た適切な言動をと
ることを学ぶ

○英語
円滑にコミュニケー
ションを図ろうとす
る態度を身に付ける

勤労の尊さや意義
を理解する

○学級活動
委員会や係を決め、
自己と他者の個性
を理解し尊重する

○職場体験新聞の発表
体験内容について新聞
を作成して発表

○上級学校訪問
将来の職業生活を想定
した進路選択を考える

人間関係形成・
社会形成能力

自己理解・
自己管理能力

課題対応能力

キャリアプランニン
グ能力

基礎的・汎用的
能力の育成

＜中学校・高校での実践のイメージ＞

○ 職場体験・インターンシップなどの体験的な学習を効果的に活用し、地域・社会や産業界と連携しながら、各教科、道徳、総合的な
学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、社会的・職業的自立に必要な基盤となる能力・態度を育成（一言で言えば、
「夢」を実現できる能力を育むこと）。

○ 学校における教育活動の一つ一つを、基礎的・汎用的能力の育成の観点から体系的・系統的に再構成・実行することにより、児童生
徒のキャリア発達を促す。

地域・社会や産業界との連携・協働

○社会
職業の意義・役割
や雇用と労働条件
などについて学ぶ

○学校行事
責任感や連帯感を
身に付ける

高校では「インターンシップ」

（参考）学校におけるキャリア教育の取組

９



（参考）「私たちの道徳」（文科省作成の教材）

私たちの道徳 中学校私たちの道徳 小学校 5・6年生

私たちの道徳 小学校 1・2年生 私たちの道徳 小学校 3・4年生
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参加率/参加学生数
うち特定の資格取得に

関係しないもの
うち特定の資格取得
に関係するもの

大学院生 3.8% 9,677人 2.0% 5,055人 1.8% 4,622人

大学生 18.5% 475,539人 2.4% 62,636人 16.1% 412,903人

短期大学生 84.9% 115,863人 4.0% 5,398人 80.9% 110,465人

高等専門学校生 15.0% 8,736人 15.0% 8,736人 0.0% 0人

単位認定を行うインターンシップへの参加率 平成25年度（速報値） 単位認定を行うインターンシップの実施状況の推移

（注）・参加学生数は延べ数。参加率は平成25年度学校基本調査における学生数を基に算出。
・「特定の資格取得に関係するもの」とは、特定の資格取得のため現場で行う実習（例：教育実習、看護実習等）を指す。
・大学等機関に対する調査。速報値であるため、今後若干の数値変更がありうる。他表も同様。

（出典）大学等における平成25年度のインターンシップ実施状況調査（（独）日本学生支援機構）

（注）・実施校数の欄の上段は校数、下段は調査対象校に対する割合
・参加学生数は大学生（学部生）数と大学院生数の合計
・参加学生数の欄の上段は人数、下段は当該年度の学校基本調査における学生数に対する割合

（出典）大学等におけるインターンシップ実施状況調査（文部科学省：平成21年度は調査なし）

大学等における平成２５年度のインターンシップ実施状況調査（（独）日本学生支援機構）

単位認定を行うインターンシップの実施期間別参加学生数構成比 平成25年度（速報値）

（注）上記の他、実施期間が不明なものがあるため、実施期間の合計は１００％とならない。
（出典）大学等における平成25年度のインターンシップ実施状況調査（（独）日本学生支援機構）

単位認定を行うインターンシップ ３週間未満 ３週間以上

大学院生
特定の資格取得に関係しないもの 67.7% 31.9%

特定の資格取得に関係するもの 38.2% 61.3%

大学生
特定の資格取得に関係しないもの 86.3% 13.2%

特定の資格取得に関係するもの 64.8% 34.2%

短期大学生
特定の資格取得に関係しないもの 87.5% 12.4%

特定の資格取得に関係するもの 80.1% 19.3%

高等専門学校生
特定の資格取得に関係しないもの 94.3% 5.3%

特定の資格取得に関係するもの 0.0% 0.0%
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学生のインターンシップ参加状況と大学設置基準の改正等

すべての大学において、教育課程内外を通じて学生の社会的・職業的自立に関する
指導等に取り組むこととし、そのための体制整備を大学設置基準及び短期大学設置基
準に規定。

【大学設置基準】

第４２条の２ 大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後
自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を教育課
程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的
な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

＊短期大学設置基準第３５条の２も同内容を規定。

「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化 （平成23年４月施行）

私学助成におけるインターンシップの支援

①私立大学等改革総合支援事業（平成25年度～）
支援タイプ「産業界・他大学等との連携」型

事業選定に用いる調査票において、企業との長期インターンシップ（２週間
以上）の受入れに関する協定締結に係る評価項目を設けることにより支援。
支援タイプ「グローバル化」型

事業選定に用いる調査票において、海外でのインターンシップの実施に係る
評価項目を設けることにより支援。

②特別補助（成長力強化）
就職支援・就業力育成に係る特別補助において、大学等の組織的関与の下で

行われるインターンシップ（２週間以上、単位認定されるもの）を支援。
＊特定の資格取得に必要な実習等や海外インターンシップは対象外。
＊事前・事後教育の実施、キャリアセンター等との連携に対して加算。

平成27年度から、地方の「職」を支える人材育成を進め、地方への就労に関す

る取組を支援する観点から、地方企業等でのインターンシップを支援する仕組み
に見直す予定。
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インターンシップ等の取組拡大のため、地域の複数の大学と経済団体等が協力して、インターンシップ
の参加学生数や受入れ先を増加させるための具体的目標値を設定し、受入れ企業等の開拓やマッチン
グなどを組織的に進める取組を支援。本事業を通じて得られた効果的な取組を全国へ普及。

※１１グループ
（１１３大学・短期
大学） で実施

地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出･若者定着の促進
産業界のニーズに対応した教育改善･充実体制整備事業（テーマB）

大学と地域経済団体や地方公共団体等の連携によるインターンシップの推進

インターンシップの取組拡大
平成２６年度予算額 1,5億円 （平成２７年度は「インターンシップ等を通じた教育強化事業」として1.4億円を予定）
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